【組合創立五十周年と全国大会に寄せて】
昭和三十二年に環衛法（現、生衛法）が成立して、今年で創立五十周年を迎える。
当時、この環衛法は適正化規定が盛り込まれ、別名（業界安定法）と呼ばれた。
実に組織率が八十％を有に超えて居たとの事である。
時流れ、適正化規定を国へ返上、各組合員は規制緩和等々‥に流されまいと
連帯意識と、組織ゆえのスケールメリットを享受しつつ自助努力に余念がない。
県組合は、この節目を業界浮上の契機として
（消費者ありき）を原点に、各種事業を積極的に展開中である。
例えば、県独自のニューヘア、今年は（フレィヴァ）
そして、全理連のニューヘア、（レブォ）を発表。

各支部へ県講師を派遣して無料講習会を開催している。
　

又、来年は（全国理容競技大会、開催実行県）としての一大事業がある。

今後は、（全理連、執行部、県講師会、青年部女性部、各関係機関）と
連携を密に、カウントダウンが既に始まった事を認識しなくてはならない。
そして、記念すべき第六十回の競技大会が、四十七都道府県組合の
三百余名の選手と応援団、各関係各位の皆様にこの自然界満載の茨城で
素晴らしい〃　感動と歓喜　〃を体感して戴きと願うばかりである。

既に、全国大会スローガン募集には、応募多数の中から
最優秀賞　（日立支部　　神永正敏様）の

『　今☆輝く時　未来へ躍進　茨城大会　』と決定した。
（日時）　　　平成二十年十月二十日（月曜日）
（場所）　　ひたちなか総合運動公園体育館及び野球場
尚、諸情報は、http://www.310riyo.com/をご閲覧下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

県広報部長　渡辺忠夫


　　生衛茨城への、投頼依頼がありましたので書きとめました

ご一読下さい。
